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第 1章 障がい児者をとりまく現状と課題          ‐

I.障がい児者数璽重移
(1)障がい者手帳所持者数の推移

障がい児者の数を各種手帳所持者数を合算した人数でみますと、平成 21年度から平成 25年度

の5年間で 49人減少 (6.2%減)していますが、人口自体が減少していることもあり、人口にお

ける障がい者の割合においては、平成 21年度の 5.1%から平成 25年度では 5.6%と 増加してい

ます。

また、手帳の種類別でみますと、平成 21年度から平成 25年度においては、身体障害者手帳の

所持者は2,900人前後、精神保健福祉手帳の所持者は230人前後で推移していますが、療育手帳

の所持者は年々増加する傾向にあり、43人の増加 (10.2%増)と なっています。
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(2)身体障害者手帳の所持者数の推移

身体障害者手帳の所持者数は、平成21年度から平成25年度までの5年間で、3,006人から2,905

9   
人と101人減少 (0,7%減)しています。

これを年代別にみますと、65歳以上は2,141人から2107人と34人の減小 (1.6%減 )、 18歳     ~
・   ～64歳は816人から754人 と02人減少 (7.5%減)していますが、人口自体が、この間 6,938

人が減少 (9.7%減 )してお り、人口に対する身体障害者の手帳所持者割合においては、平成 21年

度の 4.2%が 平成 25年度では 4.5%と 増加 しています。

⌒

【人口の推移】

出典 :南相馬市住民基本台帳 (各年度末現在)
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(3)療育手帳の所持者数の推移

療育手帳の所持者数は、平成 21年度から平成 25年度までの 5年間で 422人から 465人へと 43

人増カロ(10.2%}しています。

これを1年代別 こみますと、18歳未満は 122人から 123人でほぼ変わりませんが、18歳～64歳は

273人から311ブ、と38人増加 (14%増 )してお り、また 65歳以上も 27人から31人 と4人の増加

(14.8%)し ております。

人口に対する療育手帳の所持者の割合においては、平成 21年度の 0。 6%、 平成 25年度では 0.7%
と増カロヒ/ていまう

~。
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(4)精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成 21年度から平成 25年度までの 5年間で 221人か

ら230人へと9人増加 (4.1%増)しています。

これを年代別にみますと、18歳未満は 1人から9人 と8人の増加、18歳～64歳は 186人から

185人 と 1人の減小 (0.5%減 )、 65歳以上は 34人から36人 と 2人の増加 (5.8%増)と なつて

います。

人口における精神保健福祉手帳の所持者の割合は、平成 21年度の0.3%、 平成 25年度では0.4%

と増加 しています。

|(人
)   舞神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

: 300 1-一
‐… … ・    ~ヽ ‐― …… ― ――… … ……… ‐

1        1

II■Ⅲ■lⅢ攀菫iI驀鷲

出典 :社会福祉課 (各年度末現在)

【人口の推移】

２２．　　　　　　　　　　　　　は

一　

　

　

　

一　

　

　

　

一
平

一　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
一

200

100

平成24年度 平成25年度

208

年度
９

“ 22 23 24 25

畑
ω

71,559 70,516 66,385 65,298 64,621

(対前年・

減少率)
(△ 2%) (△ 60/ol (△ 20/02 (△ 1%)

出典 :南相馬市住民基本台帳 (各年度末現在)



耳.障がい児者 をとりま く現状と課題

(1)障がい福祉サー ビス

本市において|よ 、平成 23年 3月 の東 日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故とい

う未曽有の災害を受け、避難に伴 う介護職の人員不足などにより、障がいのある人にとって、必要

なサービスが充分に受けられていない状況にあります。

障がいのある人が地域社会で安定した生活を営むためには、日常生活を営む上で必要な訓練を受

け、仲間や地域の人々と共に活動するなど、いきいきと社会参加できるまちづくりを推進すること

が必要です。

このことから、障がい福祉サービスの有効利用や様々な活動への参加を通し、健康で生きがいの

ある生活を送れるよう、障がい福祉サービスを始め各種サービスを一層充実させていくことが求め

られていますc

また、障がいのある人が、「これを・ こうしたい」と自ら必要とする障がい福祉サービス利用す
るための計画を立て、障がい福祉サービス事業所 との調整することはなかなか難 しいため、希望す
る障がい福祉サービスが利用できるよう、相談支援を充実させる支援が必要です。

臓鳳
― 瑚け韓 躍露の利用翻 n=1lo

■利用していなしている} ■よく刷用していた(している) ,欠嬌饉
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出 典 :相 双 地 域 に お け る精 神 障 害 者
保健福祉手帳所持者に対する調査
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閣19.治姜や福社のサ…ビスなどの今後の利用希望継‖辞1161
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出 典 :相 双 地 域 に お け る 精 神 障 害 者

保健福社手帳所持者に対する調査



(2)地域における支援体制

平成 24年度から、障がい福祉サービスを利用するために、計画相談の作成が必要とされてお

りますが、震災の影響により、相談員や相談支援専門員が少ないため、細やかな相談に対応する

ことが困難な状況にあります。また、震災による避難で市外や県外に居住し、居住先で障がい福

祉サービスを受けている障がいのある人もいるため、避難先の自治体や障がい福祉サービス事業

所との連携が課題となつております。

このことから、障がいのある人が、地域で安全に安心 して生活するうえで求めているものを相

談支援事業所や民生委員・児童委員等各種相談機関による相談を通して把握 し、障がいのある人

を地域で支え ZЬ 支援体制の強化が大切となっています。

また、障がい福祉サービス等の提供する団体間の連携、総合的なサービス提供のあり方や障が

いのあ)る 人とない人が共生できる施策などを総合的に検討する組織の強化を図るとともに、障が

いのあ‐る人の生活を支援するボランティアの育成などが求められています。

間 22.現在 のあなたの生活のなかで、
困つていることはありますか く複数 回答 )(人 )(n=■■6)

⌒

膨 ノ
が ぴ

問22.困つていること(%){n二 116}

■お金、収入

■仕事や勉強

=余暇の過ごし方

一番 目

日精神科の病気
露住む場所 (住居)

鷺その他

朧ひとづき合い

鰹家事など
工欠損値

■身体の病気
灘日中を過ごす場所

出典 :相 双 地 域 にお け る精 神 障 害者

保健福祉手帳所持者に対する調査
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(3)保健・医療サー ビス

東 日本大震災による影響により、一部の医療機関の休止や、医師不足・看護師不足などで開

業日数や開業時間の短縮等があり、震災以前と同様の医療機関での受診はなかなか難 しい状況

になつています。

障がいの発生は様々で、出生前の先天的な原因によるもの、出生時や出生後の事故や労働災

害などの事故によるもの、脳卒中や糖尿病などの生活習慣病による後天的なものなど、誰にと

つても起こりうるものです。

後天的に発生する障がいに関しては、疾病を予防し、健やかな生活を送るために、乳幼児検

診や健康診断、さらに健康教育や健康相談等により、予防や防止の充実を図る必要があります。

また、障がいが発生したり重症化 しないように、予防や早期発見の重要性を周知する必要が

あります。

出典 :相双地域における精神障害者

保健福祉手帳所持者に対する調査

問■5.主にかかつているの は、

次 のどの 医療機 関ですか {%}〔 n=■■4}

■精神科・神経科の診療所 (クリニック)

錮大学病院の精神科

■複 数 回答

日精神科の病院

■いるいろな科がある一般病院 の精神科

間15。震災前とくらべて、医療機関への通院1まどう変わりましたか

{%}〔n=103,

■とても通いやすくなつた  日やや通もヽやすくなつた  畿変わらない

■やや瀬いにくくなつた  銀とても通いにくくなった  額欠損値



(4)社会参加の促進 と自立

自立するうえで必要となる収入の確保の面では、障がいのある人の民間企業における雇用状

況は、東 日入大震災による避難により各業種で人員不足のため、相双地区の雇用率は福島県よ

り高い状況ですが、法定雇用率を下回つてお ります。

また、社会参加の面では、障がいのある人のスポーツ交流会やイベン ト活動に、市民の関わ

りることが薄れてきています。

市民一人ひとりが、障がいの種別や特性を理解でき、障がいのある人を社会に受け入れ、障

がいがあることにより社会で差別されないように、啓蒙していく必要があります。

障がいのある人が安定的な雇用や収入を確保 し、スポーツ活動などの参加を通して社会生活

を営み、自己選択・ 自己決定できる環境づくりの支援など、障がいのある人が、地域で共に生

活していくうえで、社会参加ができるような環境を整えることが必要です。

間7.現在あなたは、日中をどのように遇ごしていますか(%)(n=■■6}
⌒

■家にいて、ほとんど傷もしていない

猪仕事や学校などに通つている

猥欠損値

■家にいて、家事をしている(手伝いも含む)

■その他

付間1.どこで、どのくらいの時間を過ごしていますか

(複数回答)(人 )in=28)

■仕事、学校など■福祉関係の事業所、地域活動支援センタ…など慾欠損値

出典 :相 双地域 にお け る精神障害者

保健福祉手帳所持者に対する調査



間7.1‐ 2.―遇闘あたり過ごしている時間(%)(n=28)

■20時間未満 ■20時蔭以上40時間未満 滋40時間以上 麟欠機値

‖彙

５。
，

。

21.4
17.9

10.7

鰊 _ …腰_″

仕事、学校など 福祉関係の事業所、

地域活動支援センターなど

⌒

⌒

【民間企業における雇用状況】

第1表 年度別障害者の雇用状況(各年6月 1日 )

*平成 25年 4月 1日 に法定雇用率が 1.8%か ら 2.0%に改正されたため、

まで 56人以上、平成 25年 より50人以上規模となつている。

*常用雇用重度身体・知的障害者はダブルカウン ト、短時間労働の身体・

カウン トしている。

*平成 23年 より短時間労働者も0.5人 として雇用率算定の対象としている。

出典 :相 双地域 にお け る精神 障害 者

保健福祉手帳所持者に対する調査

*法定雇用率 2.0%

対象企業は平成 24年度

知的・精神障害者は 0.5

出典 :ハ ローワーク相双・

障害者の雇用状況の推移

10

年度 企業数 常用労働者数 障害者数
実雇用率

(%)

雇 用 率 達 成

企業の割合

(%)

福島県

22 1,054 198,766 3,280.5 1.61 45。9

23 1,040 198,766 3,301.5 1.59 46.8

24 1,079 207,320.0 3,458.0 1.64 48.4

25 1,213 210,957.0 3,716.5 1.69 46.6

26 1,260 219,780.0 3,957.5 1.76 47.9

相双

22 87 10,922 186.0 1.70 59.8

23 61 8,014.5 154.5 1.93 63.9

24 61 7,305.0 129.5 1.77 52.5

25 67 7,689.0 130.5 1.70 55.2

26 66 7,972.0 153.5 1.93 62.1



(5)安心 して暮 らせる生活環境づくり

立成 23年13月 の東日本大震災の際には、障がいのある人が、『被害状況や避難の情報を得る

ことができず、避難所に避難したくても行く事できなかった。また、避難所に行つても避難所

での生活が困難で自宅に戻つた。』ということがありました。

このようなことから、指定避難所での生活が困難な障がいのある人のための「福祉避難所の

指定」や、|た害時に速やかに避難できるように「避難個別支援計画」を作成するなど、災害時

に、障がいのある人が安全に安心した避難生活を送れるような体制を構築する必要があります。
また、障がいのある人が自宅や地域で安心して暮らしていくことができるよう、災害などの

緊急時に、避難が困難な障がいのある人の安全を確保するため、日ごろから地域住民への防犯

や防災意識の普及・啓発と同時に、地域の人達と緊急時の支援体制を構築することが必要です。

聞11.東豊本大震災により選難されましたか:%}(睡=116}

■選難した ■選難鐵 かった 曇欠損値

2%

避難した回数暢韓■8)
⌒

出典 :相 双 地域 にお け る精神 障害者
保健福祉手帳所持者に対する調



第 2章 計画の基本的な考え方

I.計画策定の趣旨

障がいのある人への支援については、平成 17年に 「障害者自立支援法」が成立し、すべての障

がいのある人が共通の制度の下で、一元的にサービスを受けられることになりました。

本市においては、平成 18年度に「第 1期 南相馬市障がい福祉計画」を策定し、障害者自立支

援法に定める障がい福祉サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保のための方策を定めた上

で、障がい福祉サービスの提供体制の整備に努めてまいりました。

その後、平成 20年 3月 に「第 2期南相馬市障がい者計画・障がい福祉計画」を策定し、障がい

のある人一人ひとりが自立した地域生活が送れるようなまちづくりのほか、障がいのある人もない

人も同じ社会環境で共に生き、認め合い、受けとめ合い、つなげ合 う「ソーシャルインクルージョ

ン1」 を目指してまいりました。

しかしながら、平成 23年 3月 の東 日本大震災等の影響により、平成 21年度から平成 23年度ま

での 3年間における計画の達成状況の評価や新たな障がい福祉サービスの目標値の設定が困難であ

ることから、本市では、新たな第 3期計画の策定を見送 り、第 2期計画を第 3期計画に置き換える

ことにより、障がいのある人者への福祉サービスの維持に取 り組んでまいりました。

この間、国おいては、災害対応や防犯の充実、虐待防止、雇用促進、差別解消など、障がいのあ

る人の安全・安心を確保 し、社会参加を一層促進するための法改正を行つており、社会における障

がいのある人を取 り巻く環境の変化が生じてお ります。

このような状況の変化や震災から丸 4年が過ぎたこと等も踏まえ、本市では、平成 27年度より

新たな計画の下に障がい者福祉サービスを更に充実させていくとの観点から、今回、第 3期計画ま

での施策の達成状況に加え、法の変遷による国の基本指針の改正等の状況、障がいのある人の震災

後の生活や、置かれている環境と社会経済情勢の変化を勘案 し、平成 27年度から平成 29年度まで

の 3年間を計画期間とした「第 4期 障がい者計画・障がい福祉計画」を策定することといたしま

した。

なお、本計画の策定においては、第 3期計画と同様、障害者基本法で定める「障がい者計画」と

障害者総合支援法に定められている「障がい福祉計画」を一体化して策定することとしました。

【「障がい者計画」と「障がい福祉計画」とは】

種  別 根拠法令 計画の性格 計画の内容

障がい者計画 障害者基本法第 11条第 3項 障がい者のための施策
に関する基本的事項を
定める

○計画の趣旨、期間等
○基本理念、基本目標
○施策体系
○各施策の展開
○施策の推進

障がい福祉計画 障害者総合支援法第 88条第 1項 国の基本方針に基づき

障がい福祉サービス量
と提供体制を確保する

ための計画

○障がい福祉サービス。本目

談支援の必要見込量、確

保方策
○地域生活支援事業の実

施に関する事項

全ての人間を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支えあうと

いう理念

つ
ろ



【「障がい者計画」と「障がい福祉計画」の策定時期】

【震災後の法の変遷について】
年  月 容内

法制度の変遷

平成 23年 8月 「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行 ~~~~
。障害者権利条約の理念に沿つた所要の改正。 目的規定や障がい

者の定義の見直し、

基本的施策に防災、防犯、消費者としての障がい者の保護を追加
など。

平成 24年 4月 「障害者自立支援法等の一部改正法」(障がい者制度改革推進本部等
における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい
て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法
律)の施行
・利用者負担の見直し、相談支援の充実、障がい児支援の強化、地
域における自立した生活のための支援の充実などn

平成 24年 10月 「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者あ養護者に対する
支援等に関する法律)の施行
。障がい者虐待とその類型等を定義。虐待を受けた障がい者の保護、
養護者に対する支援の措置など。

平成 25年 4月 「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的iこ支
援するための法律)の施行
・障害者自立支援法を障害者総合支援法とし、障がい者の範囲に難
病患者等を追加。重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループ
ホームヘの一元化など。

平成 25年 4月 「障害者優先調達推進法」(国等によ・る障害者就労施設等からの物品
等の調達の推進等に関する法律)の施行
。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、
障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定
め、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る
など。

平成 25年 6月 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の公
布
。雇用の分野における障がい者に対する差別を禁止するための措置
及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることなど。

平成 25年 6月 「障害者差別解消法」(障害を理由とした差別の解消の推進に関する
法律)の公布
・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行
政機関事業者等における措置等を定め、障がいを理由とする差別の
解消を推進するなど。

⌒

⌒
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法制度の変遷

平成 25年 6月 「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を
改正する法律」の施行
・成年後見人が付いた人 (成年被後見人)が選挙権・被選挙権を

有することになるなど。

平成 26年 4月 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法

律」の施行
・保護者制度の廃止、医療保護入院の方への退院支援の制度化な
ど。

ハ

■国における障害福祉計画策定における「基本指針」の一部改正の主な内容□

1  平成 26年 5月 に厚生労働省が示した基本指針の一部改正の内容は次のとおりです。

この指針は、障がい福祉サービスや相談支援、地域生活事業を提供するための体制確保が、

総合的かつ計画に図られることを目的とするものです。

1.障がい福祉サービスや相談支援、地域生活支援の提供体制の確保に係る目標

①福祉施設の入所者の地域生活への移行

・施設入所者の地域生活への移行者数の目標が設定されました。

・施設入所者の削減数の目標値が設定されました。

②地域生活支援拠点等の整備

・障がい者の地域での生活を支援する拠点等の整備に関する事項が定められました。

③福祉施設から一般就労への移行等

・福祉施設から一般就労への移行者数の目標値が設定されました。

・就労移行支援事業の利用者数の目標値が設定されました。

・就労移行支援事業所ごとの就労移行率に関する目標値が設定されました。

2.相談支援体制の充実 口強化に関する規定の整備

計画相談支援の利用者数の増カロに向けた更なる体制の整備、地域移行支援及び地域定着支

援の体制の整備、協議会における関係者の有機的な連携の必要性等が定められました。

3.障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的整備

子ども 。子育て支援法に基づき、都道府県及び市町村が作成する子ども `子育て支援事業

計画において、障がい児支援について記載されることを踏まえるとされました。

4.市町村及び都道府県が障害福祉計画に定めるべき事項について、調査、分析、及び評価を行

うことに関する規定の整備

障害福祉計画における日標等について、少なくとも年 1回は実績を把握し、障がい者施策

や関連施策の動向も踏まえながら分析及び評価を行い、必要に応 じて障がい福祉計画の見直

しの措置 (PDCA)を 講じること等が定められました。

14



■第.4期福島県障がい福祉計画 (骨子案)の主主内容■

第 1 基本的事項

1 計画策定の背景と趣旨

障害者総合支援法第 89条第 1項に基づき、国の基本指針に即して策定。

2.計画の基本理念

(1)障 がい者及び障がい児の自己決定と自己選択の尊重

(2)実 施主体の市町村と障がい種別によらない制度の一元化への対応

(3)地 域生活移行や就労支援等の課題に対応 したサービス提供の整備

(4)東 日本大震災・原子力災害からの復興・再生

(5)災 害時の障がい児等に対する福祉体制の強化

(6)障 がい児支援の提供体制 【新】

3 計画の目的

(1)地域生活支援体制の充実

(2)福祉施設入所者の地域生活への移行促進

(3)入院中の精紳障がい者の地域生活への移行促進

(4)福祉施設からの一般就労への移行推進

第2 障がい者及び福祉サービスの利用状況
。障がい者に難病患者等と障がい児を追加

第3 平成 29年度の成果目標の設定
。地域生活支援拠点等の整備を追加

第5 各年度の指定障がい福祉サービス、相談支援の種類ごとの必要な量の見込及び

その見込み量の確保の為の方策
。PDCAサ イクルの導入 (強化)と 障がい児支援を追加

第9 都道府県の地域生活支援事業等の実施に関する事項

・専門にとの高い意思疎通支援を行 う者の養成研修事業と専門性の高い意思疎通支援を行 う

者の派遣事業、意思疎通支援事業を行 う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業を

追加

(第 4・ 第 6～第 8は省略)

⌒ .

ヘ
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「地域生活支援事業」は、南相馬市が地域の実情を勘案 して事業の内容を決定します。この

事業を利用する場合の利用者負担額は、条例により利用者負担 (手数料)が 定められています。
°
     なお、平成 25年度からは、難病等の指定 (平成 27年 1月 からは 151疾病に拡大。)を受けた

人も障がい者の範囲に加わり、障がい者の範囲が拡大されたため、難病等の指定を受けた人に

対して、その障がいの状況に応 じた障がい福祉サービスの利用や日常生活用具の給付等の対応

をします。

⌒

⌒

①自立支援給付

|″ ,

11, ヽ tl Ⅲ 基

介護給付

○居宅介護

○重度訪問介護

○行動援護

○同行援護

○重度障害者等

包括支援

○生活介護

○療養介護

○短期入所

○施設入所支援

等

付

練訓

給

○自立劃1練 (機能訓練)

○自立訓練 (生活訓練)

○就労移行支援

○就労継続支援A型
○就労継続支援 B型

○共同生活援助

(グループホーム)

*共同生活介護

(ケアホーム)と 一元化

相談支援

○計画相談支援

○地域移行支援

○地域定着支援

障害児支援

○児童発達支援

○放課後等ディサービス

○医療型児童発達支援

○障害児相談支援

○障害児入所支援

補 装 具 費

自立支援医療

○育成医療

○更生医療

○精神通院

②地域生活支援事業

○相談支援事業 ○コミュニケーション支援事業

○日常生活用具給付等事業 ○移動支援事業

○地域活動支援センター(運営費・機能強化) ○障がい者訪問入浴サービス事業

○日中一時支援事業 ○生活サポー ト事業

○スポーツ・レクリエーション教室開催等

。おひさまといっしょに

,障がい者スポーツ交流事業

○声の広報発行事業

○手話奉仕員等養成事業 ○自動車運転免許取得 。改造助成事業

０
乙

９
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(2)障 がい福祉サー ビスの平成 29年度 目標数値の設定

障がい福祉サービスの必要量を見込むにあたって、地域移行や地域定着及び就労支援   =
とい う課題に対し、障がい福祉サービスの利用状況を基に、障がい福祉サービス事業所

の整備状況による障がい福祉サービスの提供状況も鑑みながら、平成 29年度までの目標   =
値を設定しました。

また、地域活動支援センターから生活介護や就労継続支援事業等への移行者数を見込

み、障がいのある人のニーズや近年の利用者の状況を基に目標値を設定しました。

①福祉施設の入所者の地域生活への移行

酢 壁 二 垂 1攀1堪
84A 平成 26年 3月 31日 の福祉施設入所者

晟:魏t 66ノヽ
(9.6%)

平成 23年 4月 1日 の現入所者数を 73人 とし、平成 26年度
末までの入所者数を 7人減 (9.6り を目標としていた。

》攀‐Ⅲ 84人 平成 26年 3月 31日 の数とする。

:麒警 81人 平成 29年度末時点での利用人員を見込む。

十一一↓一一
鉤 人

り

３

０４ 差引減少見込み数

ml::::
10人

施設入所からグループホーム0ケアホーム等の地域生活へ移
行する者の数 (84人の 12%)

◇目標値について

現在、福祉施設に入所している障がいのある人が、一般就労者や地域生活移行者となることを見込

んで、日標値を10人 としました。

日標値の達成に向けて、必要な環境整備等を積極的に推進します。

|         =国 が基本方針で示数値目標設定に関する事項=           |
1 平成 29年度末までに、平成 25年度末現在の福祉施設入所者の 12%以上が地域生活に移  |
1行することを目指す。これにあわせて、平成 29年度末時点の福祉施設入所者数を 4%以上  |
1削減することを基本とする。                             |‐̈―――― ――――́‐―_― ―――――――――‐―――‐‐―――――‐‐―――――‐̂―‐‐‐‐―――――――――――――――――――――――――‐―‐̈―――‐‐―‐‐――――‐―‐‐‐――‐‐‐‐―‐―――――――――――̂―――――」

⌒

０
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⌒

②入院中の精神障がい者の地域生活への移行

■■日| 数■値

1人 平成 25年度末までに地域生活へ移行した者

3人

33%

21人 入院者数 (現入院者数―長期在院者数)の 64%

30人 入院者数の 91%

21人 平成 24年度推計値 121人の 18%

◇目標値について

国においては、平成 24年度までに受け入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者 (以下「退

院可能精神障がい者」)の退院を目標 としていたため、第 2期及び第 3期の障がい福祉計画の地

域生活への移行者の人数を算出していました。

第 2期及び第 3期計画においては、福島県が平成 20年度に行つた精神障がい者の地域生活移

行ニーズ調査の数値を目標値としましたが、第 4期計画では、国の方針を基に福島県から通知さ

れた推計値より算出しました。

=国が基本方針で示す数値目標設定に関する事項=
都道府県は、平成 29年度末までに、入院後 3ヶ月時点の退院率、入院後 1年時点の退院

率及び長期滞在院者数の減少に関する日標を設定する。

なお、入院後 3ヶ 月時点の退院率、入院後 1年時点の退院率について、既に実績を上げて

いる都道府県においては、その実績を維持すること又は更に向上させることを目標 とする。

【目標】

・平成 29年度における入院後 3ヶ 月時点の退院率を 64%以上

。平成 29年度における入院後 1年経過時点の退院率を 91%以上

。平成 29年 6月 末時点における長期在院者数を平成 24年 6月 末現在から18%以上減少

③地域生活支援拠点等の整備

障がいのある人が地域で暮らすための安心を担保 し、親元からの自立を希望する人に対する

支援等を進めるために、「地域生活への移行」「親元からの自立等に係る相談」、「一人暮らし、

グループホームヘの入居等の体験の機会の場の提供」など、地域と連携する体制づくりを行 う

機能が求められている。

障がいのある人の高齢化・重度化や 「親亡き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化す

るため、地域生活支援拠点等として整備を進めていきます。

24



整備にあたつては、障がい福祉サービス事業所や相談支援事業所、老人福祉施設や医療機関

等と連携 し、「地域生活支援コーディネーター」を配置するなど、各関係機関の連携強化、地

域の,体制づくりの推進のため、効果的な支援を行える整備の推進に向けて、相双保健福祉事務

所や近隣市町村と協議 して取り組みます。

:     =国 が基本方針において示している数値目標設定に関する事項=

④福祉施設利用者の一般就労への移行
「福祉施設から一般就労への促進を図る」という考え方に基づき、就労移行の支援が円滑に
行われる`よ う、支援体制の充実を図り、今後、福祉施設から一般就労ヘスムーズに移行でき
るように、ハローヮーク相双等関係機関との連携を図るとともに、就労先の確保にも努めま
―

i‐.

⌒

^

: 市町村又は各都道府県が定める障がい福祉圏域において、平成 29年度末までに、障が

:い者の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも一つ整備することを基本とする。

: また、拠′点を設けず、地域において機能を分担する「面的整備型」の整備も可能。

| 拳

5人 平成 24年度末までに福祉施設を退所し、一般就労した者の数。

議暴 12人

42%

奪華議著数 5人 平成 24年度において福祉施設を退所 し、一般就労した者の数

Im】
10人

(目 標値 )

半成 29年度において施設を退所 し、一般就労する者の数 (基準

就労数の 2倍 )
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Ⅱ.計画の基本理念

健康で安心して暮らすことができるまち南相馬
～震災を乗り越えて、障がいのある人が地域の中で自分らしく生きる～

「障害者基本法」の理念を踏まえ「障害者総合支援法」は策定されてお り、その基本理念

は 、

「①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものである

②全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会を実現する

③可能な限りその身近な場所において必要な (中略)支援を受けられる

⌒       ④社会参加の機会の確保する

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々

と共生することを妨げられない

⑥社会的障壁の除去をする」とされておりますj

一方、本市では、第 2期 。第 3期の「障がい者計画 0障がい 福祉計画」において、同計

画で掲げた目標である「ノーマライゼーション1」 「リハビリテーション 2」 「ソ_シャル

インクルージョン3」 の理念を活かし、ともに生き、ふれあい、うるおいのあるまちづくり

をめざし、障がいのある人が「自己選択 。自己決定」できることを基本に計画を進めてまい

りました。

このような中、東日本大震災等による災害により、障がいのある人の生活環境や障がい福

祉サービス提供体制が減少し、低下するという変化が生じてしまいました。

また、この間、国においては、災害対応や防犯の充実、虐待防止、雇用促進、差別解消な

ど障がいのある人の安全・安心を確保し、社会参加を一層促すための法改正を行つてまいり
⌒

ました。 しかしながら、その基本となるものは、障害者総合支援法の基本理念の一つである

「基本的人権を有するかけがえのない個人として尊重されるもの」であり、そのことは、障

がいのある人が “自分"と い うものをしっかりと持ち続けながら社会を生き抜くことにつな

がるものであります。

この「第 4期 障がい者計画 。障がい福祉計画」の基本理念の設定に当たつては、本計画

が、平成 27年度から平成 31年度までを計画期間とする「南相馬市復興総合計画前期計画」

の基本方針「健康で安心して暮らすことができるまちづくり」を具体的に取り組むための部

門別計画に位置付けられてお りますことから、本計画の基本理念を復興総合計画の基本方針

「健康で安心して暮らすことができる」を掲げてお ります。

1 
障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、ともに生き

る社会こそノーマルな社会であるとい う考え方
2 障がい者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指す総合的なプログラムであるとともに、ライフステージの

全ての段階において、全人的復権に寄与し、障がい者の自立と参加を目指す考え方
3 全ての人間を孤独や孤立、リト除や摩擦から援護 し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として

包み支えあうという理念
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また、本市においては、震災によりもたらされた厳しい現実に立ち向かい、困難な課題の

解決に向|す全力で取 り組んでいくとともに、障がいのある人自身においても、このような逆

境の中にあっても、決して自分を見失わず、自らが “自分らしく生きる"こ とを目指して

ほしいとの願いから、～震災を乗り越えム 障がいのある人が地域の中で自分らしく生きる

というサブタイトルを設定することといたします。

Ⅲ.計画の基本目標及び基本施策

基本理念の実現に向け、本計画における基本目標として次の5点を掲げます。

⌒

◆基本目標

障がいの種別や程度が市民に理解 され、障がいのある人が地域の中で生活するため

に必要な障がい福祉サービス等が十分に受けられるように、支援体制 と福祉サービス

内容の充実に取 り組みます。

自ら決定し、選択できる生活を支える上で必要となる支援の仕組みを構築すると

ともに、安定した生活を送れるよう、医療や教育・療育機関と連携した支援が提供

できるよう取り組みます。

社会のなかで地域との交流を図り、自立した生活が送れるよう、スポーツ 。レク

リエーション・文化活動の充実や、雇用の場の確保に努めます。

バリアフリーの更なる推進により、安全 。安心した生活が送れるようなまちづく

りや、居住の場の提供の支援の取 り組みなどとともにt平常時からの情報提供の充

実を強化 し、防犯・防災対策を進めていきます。

目標151T

この震災を乗 り越えて、障がいのある人がこれまで以上の生活環境となるよう、この

被災地の復興に向けて取り組みます。

17



⌒

⌒

第 1章において、障害のある人が直面している課題を整理 しましたが、それらの課題を的

確に解決し、障がい福祉事業を総合的に充実をしていくことが必要であることから、次の5

つを基本施策として定め、この基本施策の下、着実に各種事務事業を進めてまいります。

I.障がい福祉サービスの充実

Ⅱ.地域における支援体制の充実

Ⅲ.保健・ 医療サービスの充実

Ⅳ.障がいのある子どもへの支援

Ⅳ.社会参加の促進と自立への支援

V.安心して暮らせる生活環境づ<りの推進

18



I-1障がいのある人への支援施策の普
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Ⅱ-1地域自立支援協議会の運営の強化

Ⅱ-2障がい者関係団体との連携強化
Ⅱ-3地域における交流の推進

自立した生活
への支援

:Ⅲ .      :

:保健・医療サ■ビ

:ぅ|の事実‐ ||:
Ⅳ-1子 どもの障がいの理解と周知 【新】
Ⅳ-2発難 障ヵ江vめる子ど軸

_I浙】__
Ⅳ-3発達に障だい0ある。こども2の文

援__鵬野1__

Ⅳ-4障害児通所及び障害児相談への支

_援_I錮 __

IV.              
‐    |.:ら |:
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●
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V-1障 がいのある人に対する市民の理

解促進

V-2差別の防止と権利擁護の充実 【充】
V-3障がいのある人の雇用 (就労)の場

の確保
V-4ス ポーツ・レクリエーション・ ′、

文化活動の充実
V-5生活安定施策の周知

安全・ 安lbの

生活環境の

推進

:Ⅵ .                         :

安心して暮 らせ

る生活環境づく

りの推進  :

Ⅵ-1や さしいまちづくりの推進
Ⅵ-2障が,1のあ_う人の生活の場の確保

_1九 1__

Ⅵ-3防犯 。防災対策の推進
Ⅵ-4情報提供の充実 【新】

震災からの

復興

1書弩〒芋

Ⅲ-1健康づくりの推進

Ⅲ-2保健 。医療との連携
Ⅲ-3保育_:_数鼓 _の連機 _1充 1__

Ⅲ-4心のケアの充実 【新】

明朝体 :障がい者計画関係

ゴシック体:障がい福祉計画関係

【再掲】復興支援関係
I-5福祉を担_う人材の確保 _■養成二新1_

Ⅲ-2保健 。医療との連携
Ⅲ-4主のケアの充実 _鵬粗__

Ⅵ-3防犯・防災対策の推進
Ⅵ-4情報提供の充実 _鰐m__
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第 3章 計画の基本施策

・   基本施策については、障害者基本法第 11条第 3項に規定する「市町村障害者計画」及び障害者

総合支援法第 88条第 1項に規定する「市町村障害福祉計画」として、平成 27年度から平成 29年     ~
・ 度までの 3ヶ 年を計画期間として作成 しております。

11111跡     ス|の■1実

' : 障がい福祉サービス等の必要量を見込むとともに、提供体制の確保のための方策を定め、サービ
|

:ス提供体制の計画的な整備を図ります。                           :

I-1障 がいのある人介の支援施策の普及

⌒

【施策の方向】

障がいのある人に対 し、広報紙やホームページ等の媒体を活用して、支援施策を周知する

ことにより、情報のバ リアフリーを推進 します。

(1)広報活動の充実
「広報みなみそ うま」やホームページ等による広報活動を積極的に実施 し、障がいの

ある人への支援施策を分か りやすく伝えます。     .
また、視力に障がいをお持ちの方については、広報を声で録音して配布することで、

周知の範囲を充実させます。

(2)各種福祉援助制度の周知

障がいのある人に対する税制上の優遇措置や、各種割引制度についての手引きを作成

し、市の福祉事務所で配布 して制度の周知を図ります。
⌒

声の広報発行事業

視覚障がい者に行政や生活の情報を提供するため、「広報

みなみそ うま」と「社協だより」をテープ等に録音 し、

配布 します。
社会福祉課

みなみそうまチャンネル

での広報

みなみそうまチャンネルにより、聴覚障がい者に行政や

生活情報を提供します。 秘書課
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」本制の充実

【施策の方F向 】

章力ヽ・ フ〕ある人の障がい福祉サービス利用等の希望を尊重 し、多様なニーズにきめ細かく

対応するため、障がいサービス事業者や施設等と連携 し、専門的な相談にも応 じることので

きる総合的な相談支援体制の充実を図 ります。

(1)相談支援事業の充実

指疋特定相談支援事業所の相談員や相談支援専門員による相談支援事業の充実により、

障がいのある人へ障がい福祉サービスの情報提供を行い、障がいのある人が希望する障

がい福祉サービスが利用できるような支援体制の充実を図ります。

また、障がいのある人に対し、権利擁護のために必要な援助や助言及び専門機関の紹

介等を行います。

(2)窓 口機能の充実

障がいのある人の抱える多様な相談に柔軟に対応できるよう、市の福祉事務所や相談

支援事業所の窓口機能の充実を図ります。

また、相談支援事業所連絡会の機会を活用し、障がいのある人からの相談に対する情

報交換を行い、障がい者に必要な情報が提供できるよう、相談支援の窓口としての機能

の充実を図ります。

|=1関連

相談支援事業
市から委託された指定特定相談事業所が、障がいのある

人や障がいのある子どもに関する各種相談に応 じる。
社会福祉課

(1)障害者総合支援法に基づ くサー ビス体系

障がい福祉サービス体系は、次のとお り「①自立支援給付」と「②地域生活支援事業」

に分類されます。

「ЁI立支援給付」は、国で事業内容が決められています (実施主体は南相馬市)。 その

うち介護給付と訓練等給付は、サービスを「訪問系」、「日中活動系」、「居住系」に区別

されてお ります。各サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の 1割 (定率負

担)‐ですが、収入に応じた月額上限額があり、収入が少ない利用者への軽減措置があり

までc

⌒

【施策の方向】

障害者総合支援法における自立支援給付について、利用者が希望するサービスが適切に提

供できる(11う 、サービス提供体制の充実を図ります。

９

“



ヘ

ハ

⑤就労移行支援事業の利用

障がいのある人を一般就労に結び付けために、身近な地域で就労移行支援事業の利用がで

きるように、障がい福祉サービス事業者等による就労移行支援事業所の開設を促進 します。

また、市外・県外の避難者が、避難先においても就労移行支援が利用できるよう、避難先     ~

自治体や障がい福祉サービス事業者と連携を図ります。

考|||■|●

1人 平成 25年度末

6人 平成 29年度中

|         =国 が基本方針で示す数値目標設定に関する事項=

1  平成 29年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を、平成 24年度実績の 2倍以上

とする。これにあわせて、就労支援事業の利用者数及び就労移行支援事業ごとの就労移

行率の就労移行率に関する日標を設定する。

【目標】

平成 29年度末における利用者数を平成 25年度末から6割以上増加        |
全体の 5割以上の事業所が就労移行率 3割以上を達成              |

|
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(3)自立支援給付事業の推進

障害者総合支援法における自立支援給付について、利用者が希望するサービスが適切

に提供できるよう、サービス提供体制の充実を図ります。

lヶ 月間の障がい福祉サービス (自 立支援給付のサービス)必要量の見込 (目 標値)は次

のとおりです。

① 訪間系サービス

居宅介護 "重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援

【サービス見込量】 (月 間量)

〓
一簑 繊 聴

雛
睫

軍は

■

1,243

時間分

(目 標値 )

356

時間分

(達成率)

349%

955

時間分

(目 標値 )

356

時間分

(達成率)

268%

964

時間分

(目 標値 )

356

時間分

(達成率 )

271%

973時間分 983時間分 993時間分

◇必要量の見込み

平成 24年度及び平成 25年度の実績値、及び平成 26年度の現在訪問系サービスの利用者数を基

として、サービスの利用の増加の利用見込時間数、精神障がい者の地域移行に伴う見込時間数などか

ら、各年度の時間数を見込みました。

◇必要量確保のための方策

障がいのある人が、地域の中で安心した生活を送るために必要な障がい福祉サービスが受けられる
よう、事業者に対し、積極的に各種事業の実施を働きかけていきます。

また、精神障がい者の地域移行に伴い、サービス提供体制の整備に努めます。

なお、障がいの種別に関わらず、すべてのサービス利用を希望する障がいのある人に対し、事業所
においてスユ、一ズなサービス提供が行われるよう、震災後、特に不足となっている介護職の人材確保
や、支援者の技術の向上を図るため、各種研修会の情報提供や参加への促進を図ります。

⌒

０
４



② 日中活動系サービス

・  1.生活介護口自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 (A型・B型 )

【サービス見込量 (月 間量)】

⌒

⌒

必
「 実績値| 見込値‐ 1目1導

24 25 一６一２ 27 28 |1120

■
～

|

2,033

人 日分

(114人 )

2,263

人 日分

(120人 )

2,384

人 日分

(120人 ) 2,860

人 日分

(130人 )

2,860

人 口分

(130人 )

2,860

人 日分

(130人 )||1嬉

1,230

人 日分

(82人 )

1,230

人 日分

(82人 )

1,230

人 口分

(82人 )

1載毒 165% 184% 194%

186

人 日分

( 6人 )

22

人 日分

(  1人 )

0

人 日分

(  0人 ) 22

人 日分

(1人 )

22

人 日分

(1人 )

22

人 日分

(1人 )

66

人 日分

(3人 )

66

人 日分

( 3人)

66

人 日分

(  3人 )

282% 33% 0%

7

人 日分

( 1人 )

53

人 日分

(  2人 )

53

人 日分

(  2人 ) 66

人 日分

( 3人 )

66

人 日分

( 3人 )

66

人 日分

( 3人 )

285

人 日分

( 19人 )

285

人 日分

(19人 )

285

人 日分

(19人 )

2% 19% 19%

18

人 日分

(1人 )

18

人 日分

(1人 )

31

人 日分

( 2人 ) 31

人 日分

( 2人 )

31

人 自分

(2人 )

31

人 日分

( 2人 )

198

人 日分

(  9人 )

198

人 日分

(  9人 )

198

人 日分

(  9人 )

1載姿| 9% 9% 16%

0

人 日分

( 0人 )

68

人 日分

( 4人 )

146

人 日分

(7人 ) 154

人 日分

( 7人 )

176

人 日分

(8人 )

198

人 日分

( 9人 )

60

人 日分

(  3人 )

60

人 日分

(  3人 )

60

人 日分

(  3人 )

達成率| 0% 113% 243%

Ⅲ

"警

書事澤
(B型 )|‐

2,808

人 日分

(152人 )

2,804

人 日分

(153人 )

3,056

人 日分

(151人 ) 3,322

人 日分

(151人 )

3,322

人 口分

(151人 )

3,322

人 口分

(151人 )

目標値

2,220

人 日分

( lH人 )

2,220

人 口分

( lH人 )

126%

2,220

人 日分

( 111人 )

達成率 126% 138%
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◇必要量の見込み

く生活介護〉障力れ 程ヽ度区分が 3以上の人 (50歳以上の場合区分 2以上)に該当する人の見込み数

を基礎とし〔、①デイサービスからの移行者数②養護学校卒業予定者数③地域活動支援センタ    
‐

―利用者数

`)新

たに生活介護サービスの利用対象者と見込まれる人数から算出しました。

〈自立訓練 (機能訓練)〉 現在の身体障がい者の施設の利用者数を基礎として、福祉施設の現時点

でσ)動向等を勘案して算出しました。

く自立訓練 (生活訓練)〉 新たにサービスの利用が見込まれる人数を含め、福祉施設の現時点での

動向等を勘案して算出しました。

〈就労移行支援〉現在の福祉施設利用者のサービス利用期間を勘案し、福祉施設の現時点での動向

等を勘案して算出しました。

く就労継続支援A型〉福祉サービス利用者のうち、就労継続支援A型の対象として見込まれる人数

や、精神障がい者のうち地域移行により利用が見込まれる人数を算出し、福祉施設の動向等を

勘案して算出しました。

く就労継続支援B型〉就労継続支援の対象者と見込まれる全体の人数から、就労継続支援A型の見   ⌒

込数を差引いた数に、新たにサービスの利用見込数を含め、福祉施設の現時点での動向等を勘    ´

案ヒ́て算出 [ン ました。

◇必要量確保のための方策

福祉施設入所者の中には、生活介護サービス以外にも自立訓練や就労移行支援を経て地域移行

を目指す障がいのある人もいるため、サービス提供事業者に対し、支援体系が利用者のニーズに

合つたもので、かつ充実が図られるように協力を求めていきます。なお、福祉施設に対して情報

提供を行つていくとともに、障がいのある人の地域移行 。地域定着を進めるうえでも、サービス

提供事業者間の連携を強化し、障がいのある人が障がい福祉サービスを自由に選択できるような

体制づくりを推進していきます。

1.療養介護

【サービス見込量 (月 間量)】

24111 ● 1

一菅
●
■
一一
■

8人分

( 8人 )

9人分

( 9人 )

9人分

( 9人 )

11人分

(H人 )

11人分

(H人 )

11人分

(H人 )葛像≧イ直
3人分

( 3人 )

3人分

(3人 )

3人分

( 3人 )

|1驀義率 267% 300% 300%

◇必要量の見込み

重症心身障がい児施設からの移行者 2人を平成 27年度から見込んでいます。

◇必要量確保のための方策

相双管内には療養介護を提供できる障がい福祉サービス事業所が無いことから、利用希望者に対

しては、医療機関や市外及び県外の障がい福祉サービス事業所と調整し、協力体制を図りながらサ

ービスの提供を支援します。
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�.短期入所

【サービス見込量 (月 間量)】

実績値 見込値|11 1日1標値

一２
一

Ｅ
Ｕ

Ｏ
こ 26: 27 28 1291

44人 日分

(5人 )

35人 口分

( 3人 )

74人 日分

(12人 )

84人 日分

(12人 )

114人 日分

(13人 )

144ン人、日多)

( 14人 )

114人 日分

(13人 )

114人 口分

(13人 )

114人 日分

(13人 )

39% 31% 65%

◇必要量の見込み

現在の短期入所の利用者数を基礎として、利用者数の伸びや新たに利用が見込まれる精神障がい

者の地域移行による利用者数等を見込みました。

◇必要量確保のための方策
⌒     精神障がい者の地域移行を促進するため、精神障がい者の短期入所の受け入れができるよう、病

院等の協力を得て、短期入所施設の確保に努めます。

③ 居住系サービス

i.共同生活援助 (グループホーム)・ 施設入所支援

【サービス見込量】

⌒

==■
1琴誓埠|||| 撃

郷
一 輻

22人分 22人分 58人分

58人分 68人分 79人分43人分 43人分 43人分

52% 52% 135%

77人分 66人分 84人分

84人分 83人分 81人分葺轟 66人分 66人分 66人分

達成率 117% 100% 127%

◇必要量の見込み

く共同生活介護〉

現在のサービスの利用者数を基礎として、サービスの利用者数の伸びや、精神障がい者の地域移

行を含め、福祉施設からグループホームヘの移行者数等を勘案して算出しました。

く施設入所支援〉

現在の施設入所者数を基礎として、将来の地域生活移行者数や新たに見込まれる利用者数を勘案
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して見込量を算出しました。

◇必要量確保のための方策

障がいのある人の施設入所から地域生活を行う為の地域移行を促進するため、障がい福祉サー

ビスの実施事業所によるグループホームの施設整備を促進するどともに、市民に対しては、障が

いのある,、 が地域で共に生活するために、障がいの種類や特性、障がい福祉施設の内容等の広報

活動を、 F子 のホームページや広報みなみそうまを活用して、積極的に周知します。

④ その他のサービス

i.相談支援 (サービス利用計画作成)

【サービス見込量】

琴
熱

彗還曇詐支|
31人分

(368人 )*1

124人分

(379人 )*1

192人分

(380人 )*1
390人分 400人分 410人分一

♯ 難 1票
ll雹 500人分 500人分 500人分

t
6% 24% 38%

1人 0人 0人分
lA 1人 2人

蒙醤議標有と
''奪

設定なし 設定なし 設定な し

昴綺
1人分 1人分 1人分

1人 2人 4人
設定なし 設定な し 設定なし

*1:上段は計画相談が作成済の人。( )内は、計画相談の作成を必要とする。

◇必要量の見込み

障がい梶::祉サ‐ビスの利用が見込まれる者で、計画相談を必要とする人や、福祉施設や精神障
がい者の地域移行・地域定着の移行数から見込量を算出しました。

◇必要量確保のための方策

障がいサービスの利用を希望する障がいのある人が、本人に適したサービスが選択でき、また

生活状況 t)含めて適切にアドバイスが受けられるよう、相談支援事業の充実のため、相談員や相

談支援専Fi員の確保及び育成を図るとともに、相談支援事業の充実に取り組みます。

⌒
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I-4地 域生活支援事業の充実

【施策の方向】

本市で行う地域生活支援事業により、障がいのある人が地域で生活するための支援に努めま

す。

(1)相談支援事業

【相談支援事業所数】

実績値

24 25 28 ２
一

5か所 5か所 5か所

5か所 6か所 6か所2か所 2か所 2か所

100% 100% 100%

設置 設置 設置

設置 設置 設 置
設置 設置 設置

100% 100% 100%

◇必要量の見込み

5ヶ所の指定特定相談支援事業所があり、合計 6人の相談員 。相談支援専門員がおりますが、基本

相談と計画相談を担つており、相談支援専門員の業務が煩雑となっております。

計画相談を必要とする人を390人見込んでおり、相談員・相談支援専門員 1人当たりの標準対応件

数を仮に 50人 とすると、約 8人の相談員又は相談支援専門員が必要となることから、相談支援事業

所を1つ増やすなどして相談支援を実施する必要があると見込みました。

また、地域自立支援協議会は平成 20年度に設置し、平成 24年度からは飯舘村との共同設置とし「南

相馬市・飯舘村地域自立支援協議会」として、障がいのある人や障がいのある子どもに関する地域課

題や困難な事例ケースについて検討・検証等を行つております。

今後も、地域の障がいのある人や障がいのある子どもに関する問題等を検証し、さらに、障がい者

計画・障がい福祉計画で日標値とする各障がい福祉サービスの達成状況に関して、検証・検討するた

めにも、継続して設置することが必要です。

◇必要量確保のための方策

相談員 。相談支援専門員の業務が煩雑になっていることから、定期的な相談支援事業所連絡会の開

催により、基本相談等の均等化を図るとともに、事例研究などにより相談員 。相談支援専門員の技術

の向上に努め、相談支援の充実 。強化を図ります。

また、障がいのある子どもに関する相談支援のため、現在 2ケ所の指定障害児相談支援事業所が対

応しておりますが、障がいのある人の相談支援も同じ事業所で対応しており、事務量が煩雑となって

いることから相談支援事業所が新たに開設されるよう、相談員や相談支援専門員の人材育成と確保に

ついて、相談支援事業所連絡会や地域自立支援協議会で検証・協議し、方策を検討していきます。



更には、相言ノ:支援事業所のセンター化や基幹相談支援センターの設置等についても、相談支援事業

所連絡会や地域自立支援協議会等で協議をしていきます。

(2)コ ミュニケーション支援事業

【サービス見込量 (利用者数 :延べ)】

◇必要量の見込み

現在の手話奉仕員等派遣件数の実績を基に、支援が必要と見込まれる数を算出しました。
◇必要量確保のための方策

手話奉仕員だけでなく、要約筆記者についても養成を行い、派遣が可能になり次第、市のホーム
ページや広報みなみそうま等による広報により広く周知します。

また、手話奉仕員については、障がいのある人の医療機関の受診や行政手続きの同行には、専門
用語を使用 t/た手話通訳が求められており、手話通訳士の設置も必要とされていることから、手話
奉仕員の技術の向上と手話通訳士の養成に向け、手話奉仕員等養成講座を実施し、支援者の育成と
確保に努めます。

⌒

ハ

1見込植 ■|

1112ilil
寝
一

一笙

ざ ぎ
4事1擁豪辱 22ノk 19人 21人

24ノに 24ノk 24人22ノヽ 22人 22人

蒙褒議→::黎: 100% 86% 95%
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⌒

(3)日常生活用具給付等事業

【サービス見込量 (給付件数)】

◇必要量の見込み

これまでの給付実績を基礎として、障がいのある人の地域生活移行者の割合や障がい者施設での

利用者数を勘案し、見込量を算出しました。

また、居宅生活動作補助用具 (住宅改修費)については、平成 28年 3月 の避難指示区域解除に

より、自宅改修のための増加分を見込みました。

年度

区分

実績値 見込値 目標値

24 25
６

・

一

２

27 28 29

介護・ヨ1練支援用1具 7件 3件 2イ牛

2件 3件 3件計画値‐ 10件 10件 10件

達成率 70% 30% 20%

申キ牛
「

率壻尋暴 9件 9件 6件

6件 7件 7件
|‐

:111計雫 |
15イ牛 15件 15件

議 率 60% 60% 40%

7件 15件 9件

9件 10件 10件
雫

15件 15件 15件

逢癖 46% 46% 23%

情報1議赫 豊麟真|
19件 22イ牛 3件

5件 4件 4件計画値 | 13件 13件 13件

達成率 146% 169% 23%

排泄管理支援用具 1,369イ牛 1,351イ牛 1,331件

1,343件 1,355イ牛 1,367件計画値 1,155イ牛 1,155件 1,155件

達成率 119% 117% 115%

居宅生活動作補助用具
|(住 宅改修費)

2件 2件 2件

3件 3件 3件計画値 8件 8件 8件

達成率 25% 25% 25%
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◇必要量確保のための方策

障がいのま)る 人が必要とする用具が的確に支給できるよう、制度について市のホームページゃ広

報みなみそ・うまを活用して周知に努めます

特に、ぼう洸・直腸機能に障がいのある人が必要とするス トマ用装具は、利用者にとって日常生

活上欠かすことのできない衛生器具であることから、速やかな支給に努めます。

(4)移動支援事業

屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行い、地域における自立生活 。社
会生活及び社会参加を促 します。

藝
墓

一◇必要量の見込み

今年度のサービス利用が見込まれる者 8名 を基準として見込量を算出しました。
◇必要量確保のための方策

視覚障がい者等がサービスを希望通り利用できるよう、支援者の人材確保と育成について、各福
祉サービス事業所へ働きかけを行 うなどして支援します。

ハ

八

【サービス見込量 (利用者数)】
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(5)地域活動支援センター機能強化事業

【サービス見込量 (事業所数、月利用者数)】

◇必要量の見込み

本市では、平成 18年 10月 から、国の基準を満たす小規模作業所を地域活動支援センターとして

指定し、機能強化事業補助金を交付して事業の向上を図っています。

就労継続支援事業所等、自立支援給付事業所への転換までに時間を要する事業所について、障が

いのある人の日中の活動の場を確保するための支援を行います。

○指定施設…Ⅲ型…えんどう豆

◇必要量確保のための方策

自立支援給付事業所への移行を視野に入れながら、今後も地域活動支援センターの事業充実のた

めに、機能強化に対する支援を行います。                     ,
また、地域生活支援センターの維持のため、運営に要する運営費補助金を交付し、障がいのある

人の日中の活動の場を確保する支援を行います。

(6)その他の事業

⌒  ① 訪間入浴サービス事業

【サービス見込量 (年間利用者数)】

昇■● 1目響審直

24 25 261: 27 ８

一

２

一一

”

一

醸き■
Ⅲ型

2か所

(26人 )

Ⅲ型

2か所

(16人 )

Ⅲ型

2か所

(16人 )

Ⅲ型

1か所

(12人 )

Ⅲ型

1か所

(12人 )

Ⅲ型

1か所

(12人 )

|‐ 1計車■|

I型 1か所

Ⅲ型 4か所

(86人 )

I型 1か所

Ⅲ型 4か所

(86人 )

I型 1か所

Ⅲ型 4か所

(86人 )

纂
達成 :一部障
がい福祉サ
ービス事業
へ移行

達成 :一部

障がい福祉
サービス事

業へ移行

達成 :一部

障がい福祉
サービス事

業へ移行

|111
澤響嘩 1勢 目す肇車

241 ■25 一一
一

６２ I
撃

入浴サ■ビス支援
4人 3人 3メ 、

3人 4A 5人計画値 8人 8人 8人

達成率 50% 38% 38%

込 み

これまでの利用実績を基礎として、新たな利用者数を見込みました。

市外に避難 している利用者についても、今後も市内利用と同様のサービスの提供が受けられるよ

う、サービス提供事業所等と連携を図ります。

◇必要量確保のための方策

事業に関する広報活動を行い、在宅の重度障がい者の日常生活を継続的に支援 します。
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一幹
一

年度
|,実績値 推計値 目標値

24 ５

一

２

一
一

26 127 一” 29

|口 中|■時支援事業 20人 32人 27人

30ノk 30人 30人:■1● :1計画値 30ノヽ 30人 30ノに

率成〓達
一

一・．．一一
．́・．

〓 67% 107% 90%

② 日中一時支援事業

【サービス見込量 (利用者数)】

◇必要量の見込み

夢在の日rl卜 _時支援事業の利用者数を基礎として、利用者を算出しました。

◇必要量確保のための方策

本事業のE的は、障がいのある人や障がいのある子どもの介護者の日中の介護負担軽減でもある

ことから、利用者の希望に添えるよう事業所との調整に努めます。

また、市外に避難している利用者についても、避難先でも同様のサービスが受けられるよう、サ

ービス提供事業所と今後とも連携を図ります。

③ 生活サポー ト事業

【サービス見込量 (年間利用者数)】

◇必要量の見込み

対象者がサービス支給決定者以外の者であることから、現時点での利用者はいないため、緊急時

等に対応するための見込数を算出しました。

◇必要量確保のための方策

本事業の属,知に努め、在宅の障がいのある人に対し日常生活において必要とされる家事援助の支

援を提供ヒノます。

⌒

⌒

攀 晰 轟 轟
|10::i

0人 0人 0人

1人 1人 1人為画′ご 2人 2人 2人

0% 0% 0%
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⌒

⌒

④ 社会参加促進事業

【サービス見込量 (年間数)】

◇必要量の見込み

これまでの事業の実績を基礎として、日標値を算出しました。

◇必要量確保のための方策

いずれの事業も地域で生活する障がいのある人が社会参加をするために必要不可欠な事業であ

ることから、利用者の希望に沿つて実施することができるよう、委託指定実施する事業については、

事業所との連携を図ります。

年度

1区分

単位

実績値 J尉値 目標値

４

●

２

一
一

25 2●| 27 28
一２９

墟■争
事業

件数

2件 3件 3件

3件 3件 3件2件 2件 2件

:達成率|
11:|■ ■ |‐

100% 150% 150%

螺 曇中マ
利用

者数

8人 12人 12人

12人 13人 14人40人 40ノゝ 40人

20% 30% 30%

催

数

開

回

0回 8回 31回

56回 56回 56回
30回 30回 30回

0% 27% 103%

助成

件数

2人 4人 1人

3メ、 3人 3人3人 3人 3人

瑳議象 67% 133% 33%
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関連事業名 事■業 内 容 1担■当■課
日中一時支援事業 障がい者の日中における活動を確保 し、障がい者等の家

族の就労支援及び障がい児者等を日常的に介護 している

家族の一時的な休息を図るため、就学している障がい児

の放課後又は在宅障がい者の日中の支援を図ります。

社会福祉課

手話奉仕員等養成事業 視覚障がい者、聴覚障がい者の意思の疎通を図るための

点訳 。朗読 。手話の奉仕員養成講習会等を開催 します。

社会福祉課

コミr_二 ヶ―ション支援事業 聴覚障がい者が公的機関等に赴く場合など、円滑な意思

疎通を図るために、手話通訳士等を派遣します。

社会福祉課

生活サポー ト事業 介護給付支給決定者以外の者で、日常生活に関する支援

を必要とする障がい者等に対して、ホームヘルパーを派

遣し、生活支援 。家事援助等の支援を行います。

社会福祉課

重度身体障がい者訪問入浴サ

ービス事業

身体障がい者の居宅を訪問して入浴のサービスを行い、

身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図

ります。

社会福祉課

日常生活用具給付事業 【充実】 在宅の重度障がい者等に対して、日常生活上の使宜を図

るための用具を給付又は貸与します。

社会福祉課

相談支援事業 〔充実 障がい者や家族等からの相談に応 じ、必要な情報の提供

及び助言を行い、自立した日常生活、社会生活が送れる

よう支援 します。

社会福祉課

人工透析患者通院交通費助成

事業

腎臓機能障がい者が人工透析のため医療機関へ通院する

ために要する経費の一部を助成 し、経済的負担の軽減を

図ります。

社会福祉課

在宅重度障がい者対策事業 在宅重度障がい者に対 し、治療材料、衛生機材を給付し、

福祉の増進を図 ります。

社会福祉課

重度心身障がい者医療費助成

事業

重度心身障がい者の医療費の自己負担額を助成し、福祉

の増進を図ります。

社会福祉課

重度身体障がい者 タクシー運

賃助成事業

重度身体障がい者にタクシーの初乗 り運賃を助成し、経

済的負担の軽減を図ります。

社会福祉課

⌒

⌒
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I-5 福祉を担 う人材の確保・養成

【施策の方向】

障がいのある人が安心して安定した日常生活を過ごすため、必要な障がい福祉サービスを

安定して提供できる人材の確保と養成に努めます。

(1)介護職 (障がい福祉サー ビス部門)へ従事する人材の確保

①介護職 (障がい福祉サービス部門)への就労促進

ハローワーク等との連携の下に実施する「福社のお仕事相談会」等を活用し、参加者に

介護職 (障がい福祉サービス部門)の理解を求めるとともに、障がい福祉事業所のパンフレ

ットの配布などにより、障がい福祉事の仕事の理解を深め、障がい福祉サービス部門への

就労を促進します。

また、障がいのある人の福祉サービスの利用の利便性を高める同行援護・行動援護や移

動支援等の支援者を養成する講習会等について、市のホームページや広報みなみそう」等

を通じて周知します。

②手話奉仕員等養成事業の開催による支援者の育成と確保

手話奉仕員等養成講座や朗読奉仕員養成講座の開催し、視覚や聴覚に障がいのある人へ、

必要となる奉仕員派遣の支援ができる人材を育成します。

また、市のホームページや広報みなみそうま、声の広報事業等を活用して、手話奉仕員

等派遣事業による手話奉仕員等の派遣事業について周知し、活用を図ります。

1澤 :,|:■ :

手話奉仕員等養成事業 視覚障がい者、聴覚障がい者の意思疎通を図るため、

点訳・朗読。手話の奉仕員養成講習会等を開催します。

社会福祉課
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=■
地域事おけ 0充実

: 障がいの :ち る人が、地域で安心して暮らせるためには、地域での支えが必要です。障がいの :

ある人が気軽に参加できる地域 との交流の場の提供や、より充実したサービスを提供するため :

に障害者関係団体との連携を強化 します。

【施策の方向】

地域における保健 0医療・福祉・教育・就労等・多分野、多職種のネットワークシステム

の構築にctり 、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりや相談支援事業等を適切かつ円滑

に実施 していくため、地域自立支援協議会の運営の強化を図ります。

(1)地域 自立支援協議会の運営強化

地域におけるネットワークシステム活用し、地域自立支援協議会における障がいのあ

る人に関する事例検証問題や課題を検証し、解決策を協議・検証し、障がい福祉サー

ビスの充実や相談支援事業等を適切かつ円滑に実施 していくため、地域自立支援協議

会の運営の強化 し、地域の福祉力の向上を図ります。

I-1地 域 自立支援協議会の運営の強化

ξl菫墓鞠連事業密葺 鶯

南相馬市 ‐飯舘村地域自

立支援協議会

障がいのある人や障がいのある子どもが地域で生活

するうえで発生する問題や課題を検証し、解決のため

の方策等の協議を行う。

社会福祉課
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Ⅱ-2障 がい者関係団体との連携強化

【施策の方向】

障がい者施策の充実を図るため、障がい者関係団体と行政との意見や情報交換を密にするな

ど、連携を図 ります。

(1)障がい者関係団体 との連携強化

身体・知的・精神障がい者団体と行政との意見や情報交換の場を増やすとともに、よ

り連携を密にしながら、よりよい障がい者施策の推進を図ります。

また、地域自立支援協議会の委員としての協力を求め、課題の検証や解決等のために

連携の強化を図ります。

⌒

南相馬市身体障害者福社会 身体障がい

浜北聴障会 聴覚障がい

福島県視覚障がい者協会
南相馬市会

視覚障がい

南相馬市福祉事業所連絡協議会 障がい福祉サービス事業所で構成された会

南相馬市原町手をつなぐ親の会 身体や知的に障がいのある人の親の会

いち 。に 。さんの会 精神障がいがある人の親の会

相双自閉症児者親の会 自閉症児者親の会

障がい児者ひまわりの会 知的障がい、発達障がい
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における交流の推進

【施策の方向】

障がいσ)あ る人とない人の地域での交流は、障がいのない人も障がいのある人の抱える悩

みや問題そ
=共

有することでき、互いの相互理解につながることから、多くの市民の交流事業
への参加を促すとともに、交流を機会を提供するボランティアの活動等を支援 します。

(1)ボランティア活動等への支援

①ボランティア・NPO法人等への支援

地1或 における多くの方の参加による交流とするため、交流事業の実施に際しては、ボ

ランティア oNPO団体間や関係機関の連携を調整するなど、ボランティア等の活動を

支援します。

②ボランティア活動団体への情報提供

社t粂福祉協議会や相談支援事業所、障がい福祉サービス事業者等の関係団体との連携
の下、障がいのある人の地域生活におけるニーズを把握し、ボランティア団体等がその
ニーズにあった活動ができるよう情報の提供を行います。

(2)民生委員 8児童委員等との連携

民生委員 0児童委員、家庭児童相談員等や相談支援事業所等の関係機関が連携を図り、

相談活動の向上に努めます。

(3)市民の意識啓発

市民が、障がいのある人と地域において共に生活し支えあう意識を育み、多様な分野

において障がいのある人の応援者となるよう、意識啓発等に努めます。
⌒
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⌒

ユ
=1県

健|‐ 医療サ■ビスの充実

障がいのある人が安心して健やかな社会生活が送れるよう、保健や医療サービスの確保に
:

努めます。

また、震災等の影響により震災以前よりさらに不足 している医療サービスについて、充実

:さ れるよう努めます。

足ヽ している医療サービスについて、充実
:

Ⅲ-1健 康づくりの推進

【施策の方向】

障がいの発生要因となる生活習慣病予防と防止対策の充実に、積極的に取り組みます。

(1)疾病の予防

健康的な生活習慣を身につけ、疾病が予防できる健康づくりを支援するため、ライフ

ステージに応じた健康診査、健康教育、健康相談等の充実を図ります。

(2)重症化の防止

疾病にかかつても早期発見、早期治療により重症化を防止するためt関係機関等と連

携し、障がいのある人でも健康診断を受けやすい体制づくりに努めます。

Ⅲ-2保 健 口医療機関との連携

【施策の方向】

保健。医療機関との連携を強化し、障がいのある人が健やかな生活を送れるよう支援しま

す。

(1)保健・医療との連携強化

乳幼児健診における診察や個別面談・各種相談会により、障がいの早期発見・早期支

援に努め、家庭や保育園等で適切な関わりや支援を受けられるよう努めます。

また、障がいのある人や障がいのある子どもが必要な療育や医療を受けられるよう、

保健・́医療との連携を強化します。

(2)障がいのある人や障がいのある子どもへの支援体制の構築

障がいのある人や障がいのある子どもへの支援のあり方について情報を収集し、医

療機関や保健、教育・保育、児童相談所等と連携を取りながら支援体制を構築していき

ます。

関連事業名| 事|‐ 1芋■内||1容 1担1当■‐課

健 (検)診事業 特定健診 。各種がん検診の実施 健康づくり課
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(3)医師の確保 口医療機関の充実

障がぃの早期発見と療育機関等との連携のため、専門的な医師を配置する小児科や

精神科医院等の充実に努めます。

特に、震災後、精神科を標榜する医療機関で休止 しているところがあるため、精神に

障がいのある人が安心して治療を受けることができる環境の整備に努めます。

関連事業名: 1担|1当 1謀

幼児健診への臨床心理士

の配置 (障がい児への適切

な指導)

発達の遅れのある乳幼児の相談 。支援のため、福島県の

事業を活用 しながら、すべての乳幼児健診に臨床心理士

を配置し、相談体制を整備 します。

健康づくり課

すこやか教室

乳幼児健診等で経過観察を必要とされた子どもと保護者

が遊びを通 して、保護者が子どもとの関わり方を学んだ

り、子どもの成長発達を確認しながら参加者同士が交流

し、悩みや不安を軽減できるよう臨床心理士、言語聴覚
士、保健師、保育士等が関わりを持ち楽しく子育てでき

るよう支援します。

健康づくり課

男女共同こど

も課

乳幼児発達相談会

乳幼児健診等での発達面で経過観察児 と保護者を対象

に、心理士による発達検査、相談、指導を実施します。

健康づくり課

ことばの相談会

1歳 6か月、 3歳児健診でことばの経過観察児、ことば

の訓練が必要な児童を対象に、言語聴覚士により相談、

指導、訓練を実施 します。

健康づく 課
　
　
。

り

Ⅲ-3 保育・教育との連携

【施策の方向】

障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を行うため、保育0教育機関との
連携を図ります。

(1)保育との連携

保育園・幼稚園で、障がいのある子どもが適切な環境で育つことができるよう男女
共同こども課で実施する巡回相談事業等を通じて、保育士等への指導・助言を行うと

共に保健・教育機関や療育機関との連携を図ります。

(2)教育機関との連携

障がいのある子どもや発達に遅れのある子どもが、早期に療育を受けることができ
る(ミ う保健・保育・教育 。医療との連携を図るとともに、療育機関利用後も関係機関
とのケース会議を開催し、支援方法についての共通理解を図ることができるように努
めます。

⌒
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(3)特別支援教育 との連携

「地域で共に学び、共に生きる教育」を推進するために保健・福祉・医療 との連携の

下、障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応 じた教育の実現を目指 し、個別の教

育支援計画の作成や相談支援ファイル 「かけはじ」の活用を図り、一貫 した支援に努

めます。

(4)福祉教育の推進

学校教育との連携により、福祉に関する理解と関心を深める活動や高齢者や障がい

のある人との交流の推進に努めます。

I-4 心のケアの充実

【施策の方向】

心のケア対策事業との連携を強化し、障がいのある人がひきこもりにならず、地域社会

で共に安心した生活ができるよう支援します。

(1)心のケア事業の周知

障がいのある人が日常生活のなかで、ひきこもりにならないように、民生委員・児

童委員や相談支援事業所等や関係機関と連携 し、障がいのある人に対 して心のケア事業等

の周知を行い、地域で障がいのある人を見守る支援に関する協力が得られるよう、働きか

けていきます。

東日本大震災における精神的な影響や、一人暮らしなどにより地域社会との交流がなく、

ひきこ()り がちな障がいのある人に対して、「こころの健康相談室」などの開催に関して、

市のホームページや広報みなみそ うまに掲載 して周知を図ります。

関連事業名 事1業■内■容 | 担■当■謀

乳幼児発達相談会

乳幼児健診等での発達面で経過観察児 と保護者を対象

に、心理士による発達検査、相談、指導を実施 します。

健康づくり課

幼稚園・保育園の巡回相談

事業

市内幼稚園・保育園を巡回し、支援を要する幼児の関わ

り方について相談・助言を行い、健全な成長を促 します。

男女共同こど

も課

保育園・幼稚園における

障がい児保育

就学前の障がいのある児童が、年々増加傾向にあるた

め、障がいの程度に応 じて受入れの拡大を図ります。

幼児教育課

乳児保育等促進対策費等

補助事業

私立保育園(所)における障がい児保育や地域活動事業

の実施を促進し、入所児童の処遇の向上を図ります。

幼児教育課

放課後児童健全育成事業

(児童クラブ)

小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児

童厚生施設等を利用 して適切な遊び及び生活の場を

与えて、その健全な育成を図 ります。

幼児教育課
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員た、米1神 に障がいのある人については、アウトリーチによる家庭訪問等を実施し、支援

の 験化を[`り ます。

(2)相談支援体制の充実

障がいのある人やそのご家族などが気軽に相談できるよう、相談支援事業所と連携 し、

相談f:や事業所などの充実と周知を行います。

また、相談支援事業所 とは、定期的に連絡会を開催 して困難事例の報告や対応等に関

するタース会議を行 うなど、障がいのある人の問題・課題について検討 し、相談員や相

談支援:専門員の相談支援技術と相談体制の充実を図 ります。

の健康本[1談 事業

Ｆ

Ｆ

い

Ｌ

心の悩みや不安のある方を対象に精神科医師、臨床心理

士、保健師等による相談会、電話、来所、メール等によ

る相談を実施 します。

健康づ く り課

И
，



1撃≡腱蒸rヽφ商お静|ども|^の支1接

: 障がいのある子どもや発達の遅れなどがある子どもと保護者が、途切れない支援を受けるた
:

:め、保健・教育・福祉・医療が連携し地域の中で適切な支援を受けながら成長できるような体
:

:制づくりを行います。                                :

V-1 障がいのある子どもの理解と周知

子どもの障がいについて、障がいの種類や内容とその特性等について正しく理解するた

めに、資料を作成して配布するなどにより、市民に対して理解を深めていきます。

V-2 発達に障がいのある子どもの理解

発達障がいのある子どもの特性について、なかなか理解されることが難しいため、資料を

作成するなどして、市民へ周知して理解を深めていきます。

V二 3 発達に障がいのある子どもへの支援

発達障がい児などの支援を必要とする子どもが適切な環境で成長できるよう幼稚園。保育

園、保健、教育機関、療育機関との連携を図り、必要な支援を行います。具体的には、乳幼

児健診や各種相談会や教室、幼稚園・保育園の巡回相談事業、保護者支援のためのペアレン

トプログラム等を実施します。

また、必要に応じて医療機関受診や児童発達支援等の療育機関の利用を勧めます。

なお、発達障がいのある子どもを持つ親等に対しても(障がいの特性が理解されるよう、

各種相談等での支援を行います。

V-4 障害児通所及び障害児相談への支援について

障がいのある子どもを通所させて、日常生活における基本的動作の指導、生活に必要な

知識や技能の習得、集団生活への適応のための訓練を行い福祉サービスを行う「児童発達支

援」と、放課後や夏休み等に就学している障害のある子どもを通所させて、生活能力向上の

ために必要な訓練と社会との交流の促進を図る放課後等の居場所づくりとしての「放課後等

デイサービス」を実施している事業所があります。

乳幼児健診時に経過観察となる子どもの数が増えていることも踏まえ、障がいの状況に応

じ、必要なサ‐ビスが提供できるよう、保育所等訪問事業や障害児通所支援事業を進めます。

障害児相談支援については、指定特定障害児相談支援事業所において、障がいのある子ど

もの相談に応じ「障害児支援利用計画」の作成を行ないます。指定特定相談支援事業所と同

一事業所であり、障がいのある人の基本相談等との業務も兼ねていることから、業務が煩雑

になつていることもあり、障害児相談支援のための相談員や相談支援専門員の育成と確保に

努めます。

また、障がいのある子どもに対する支援については、「子ども。子育て支援事業計画」と

整合性を図りながら、関係機関の連携のもとに、早期発見 。早期療育の一層の推進に向けて

取り組んでいきます。
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789

人 日分

(85人 )

946

人 日分
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1,013

人 日分

(99人 )

児童発達支援と

放課後等デイサービス分けて設定
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(65人 )
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第 3期計画まで 「障害児

通所支援」として、一体

で設定。

265

人 日分

(40人 )

301

人 日分

(43人 )

322

人 日分
(46人 )

343

人 日分

(49人 )

748

人 日分

(61人 )

832

人 日分

(64人 )

871

人 日分

(67人 )

910

人 日分

(70人 )

i 児童発達支援 口放課後等デイサービス事業

【サービス見込量 (月 間量)】

◇必要量の見込み

現在の児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の利用者数を基礎として、利用者数の伸

びや、地域生活支援事業で実施される日中一時支援事業との利用状況を勘案して算出しました。

◇必要量確保のための方策

現在の児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の利用見込は増加傾向にあるが、震災の

影響により2事業所が休止し1事業所が閉鎖した。震災後に1事業所 (2事業実施)が開所ましたが、

一層のサービス提供の充実に努めます。́

�.児童相談支援 (サービス利用計画作成)

【サービス見込量】

◇必要量の見込み

現在の児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の利用者数を基礎として、利用者数の伸

びや、地域生活支援事業で実施される日中一時支援事業との関係を勘案 して算出しました。

◇必要量確保のための方策

現在の児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の利用見込は増加傾向にあるが、震災の

影響により2事業所が休止 し 1事業所が閉鎖した。震災後に 1事業所 (2事業実施)が開所したが、

今後の利用見込から、NPo法 人等へ同事業の拡大や開始を働きかけ、一層のサービス提供の充実

を図ります。 .
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63人分 85人分 120人分

135人分 150人分 165人分

設定無

49



関連事業名 事 1業 内 容 担 当 課

乳幼児発達相談会

乳幼児健診等での発達面で経過観察児 と保護者を対象

に、心理士による発達検査、相談、指導を実施 します。

健康づ くり課

幼稚園・保育園の巡回相談

事業

市内幼稚園・保育園を巡回 し、支援を要する幼児の関わ

り方について相談・助言を行い、健全な成長を促 します。

男女共同こど

も課

保育園・幼稚園における障

がい児保育

就学前の障がいのある児童が、年々増加傾向にあるため、

障がいの程度に応 じて受入れの拡大を図 ります。

幼児教育課

乳児保育等促進 対策費等

補助事業

私立保育園 (所)における障がい児保育や地域活動事業の

実施を促進し、入所児童の処遇の向上を図 ります。

幼児教育課

放課後児童健全育成事業

(児童クラブ)

小学校に就学している児童に対 し、授業の終了後に児童

厚生施設等を利用 して適切な遊び及び生活の場を与え

て、健全な育成を図 ります。

幼児教育課
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V■社会参力|の健進|と
―1自|=への1支援

1 限|が いのでようる人が社会参加のため、市民の心のバ リアフ リーの推進や障がいを理由とする差

:別σ解消に努めながら、働く場の確保や地域の人々との交流の機会を設けるとともに、市民の

:協ノ_を求めるための理解促進を図ります。

: また、障
'|｀

いのある人の生活安定のための施策について制度の周知を図ります

V-1障 がいのある人に対する市民の理解促進

を深めるため、広報や各種イベン トの開催等を

(‐ )障害者の 日等の広報

障がいのある人の自立と社会参カロや、障がいのある人の人権や職業の安定等につい

て,'理解を深めるため、毎年 12月 9日 の「障害者の日」や 「障害者週間」 (12月 3日

か |,9日 )、 並びに「人権週間」 (12月 4日 ～10日 )や 「障害者雇用促進月間」 (9月

〕日～30日 )を、市のホームページや 「広報みなみそうま」などに掲載 し、周知を図
レリます。

(2)各種 イベ ン トの広報の推進

市のホームページや 「広報みなみそ うま」を通 じて、市や南相馬市社会福祉協議会

及 1ヾ障がい者団体等が行 う交流事業を積極的に広報 します。

(13)啓発資料の作成配布

障がいのある人の権利や障がい者施策に関するパンフレット等を作成 して、市内の
′
lヽ 中学校・高等学校や企業等へ配布 します。

(4)報道機関等 を活用 した広報

Fちや 障がい者団体が行 う事業等に関する情報を報道機関に提供するほか、「南相馬
ザ‐

ャンネル」で放映するなど映像メディアも活用 した広報を推進します。

(5)心のバ リアフリーの推進

障がいの有無に関わらず、すべての人が尊重され、人を思いや り、ふれあう共生社
会「

、の理解を深め、共に生き、共に築くまちづくりを推進するため、心のバ リアフリ
ー の推進を図ります。

⌒



関連事業名 事
~業

内 ■容 担1当|1課

障がい者スポー ツ大会開催

支援

障がい者のスポーツによる交流を深めるため、在宅障が

い者交流事業 (ス ポーツ・ レクリエーション)の開催を支

援 し′ます。

社会福祉課

おひ さまといっ しょに開催

事業

障がい者のスポーツによる交流を深めるため、在宅障が

い者交流事業 (ス ポーツ・ レクリエーション)の開催を支

援 します。

社会福祉課

野馬追の里健康マ ラソン大

会ウォーク事業

身体障がい者のスポーツヘの積極的参加のため、野馬追

の里健康マラソン大会ウォーク事業の開催を支援 しま

す。

スポーツ振興

課

社会福祉課

⌒

V-2差 別の防止 と権利擁護の充実

【施策の方向】

家庭や地域、学校、会社等あらゆるところで、市民が障がいのある人への偏見や差別の解

消と正しい理解を深めることができ、希望に沿つた生活ができるよう、権利擁護の充実を図

ります。

(1)権利擁護 の推進

社会福祉協議会、相談支援事業所や障がい福祉サービス事業者等関係機関 。団体と連

携 し、障がいのある人の地域生活における権利が守られ、安心して暮 らすことができる

よう、権利擁護を推進 します。

(2)成年後見制度の利用促進

障がいのある人の単身生活や、障がいのある人の親の高齢化により、障がいのある人

の日常生活における契約締結等の社会的行為や財産の保護等が難しい状況になってきて

いるため、成年後見制度の利用促進を図 ります。

また、成年後見人として、一定の研修を受けた市民後見人を育成 します。

(3)虐待の防止

障がいのある人が不当な虐待を受けることなく、安心 した生活が送れるように、市

民に対 して障がいが正 しく理解されるように、障がいに関する情報を市のホームページ

や広報みなみそ うまを活用 して掲載 し、障がいのある人に対する虐待防止に努めます。

また、相談支援事業所や障がい福祉サービス事業所等の機関と連携 し、家庭や就労先

等での虐待の防止と早期発見に努めます。

なお、虐待防止については、市に相談窓口を設け、通報に対する正確な情報の把握 と

事実確認及び障がいのある方の虐待からの保護など、迅速に対応します。

障がい者の虐待について、未然の防止について啓発を

行 うとく)に 、障がい者に関する虐待について通報があ

つた場合には、実態確認 と調査を行 う。

社会福祉課

。障がい福ねL

係

虐待の相談の窓口

０
乙

Ｅ
り



V-3障 がいのある人の雇用 (就労)の場の確保

爾 電雰ζl瓢 籾ゞ 社会で働く場を確保するため、企業に対 し群 がいのある人罐

ヒ量醜菫酔よitttiし 1働 :るための支援を嗅
(1)雇用促進 のための制度の周知

障がいのある人を雇用することによつて適用される助成制度について、ハローワー

ク相双等各関係機関の間の連携体制を強化 し、企業等に対して啓発 します。

(2)雇用の促進と安定

福島県における障がいのある人の雇用状況は、県内の企業に雇用されている障がい

者装tが過去最高を更新するなど着実に進展 している一方、障害者実雇用率は 1.76%

(平ナ:.を 26年 6月 1日 現在 :相双管内 1.93%)と 法定雇用率 (2.0%)に達 していない状況に

あ′:)た め、障がいのある人の就労支援について、さらにハローワーク相双へ雇用の促

進が図られるよう、情報交換を行いながら障がいのある人に対する就労支援の推進を

行います。

|■ :がいのある人者雇用を促進するため、企業や雇用主に対 しハローワーク相双等と

連携 しながら、障がいのある人の雇用への理解を求めるとともに、 トライアル雇用等

障かいのある方に関する各種制度の周知に努めます。

グ共団体においても、障がい者の法定雇用率を遵守するよう働きかけを行います。

また、障害者優先調達法による庁内の物品等調達方針を周知 。実践 し、障がい者就

労技援施設等の受注の機会の確保に努めます。

(■ )障が いの ある人の就労機会の支援

①職業、訓練情報等の提供

障がいのある人の就労に向け、職種やその就業形態、企業の障がいのある人の雇用状

況等 7こtび就労に必要な技術の習得等、ハローワーク相双と福島県立テクノアカデ ミー浜

か連t';し て実施 している「障がいのある方に対する就職支援 :受託訓練」の情報等の周

知とム:i用 に努めます。

②相談支援体制の充実

障がいのある人が働 く場を確保 し自らの能力を活かすことができるよう、ハローワー

ク相ヌ〔、相双地域障害者総合支援センター、相双障害者就業・生活支援センターや相談

支援 導f業所等の関係機関との連携を図り、障がいのある人の就職の相談や支援等に努め

まづ〕

(ム )福祉 的就労の場の充実

地 11活動支援センター・就労移行支援事業・就労継続支援を運営する障がい者関係団

体に丼ltノ て、障がい福祉サービスが充実して提供できるよう、国や県等からの施設整備

等に「ギlす る補助金等の情報を周知 し施設の充実が図られるよう、Z、要な支援を行います。
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⌒

(5)工賃の向上への支援

福祉的就労における工賃の向上は、障がい者の就労意欲の向上と生活の安定にもつな

がるため、就労継続支援事業所等の工賃向上の支援のため、事業所パンフレットなどの

PR等を市のホームページを通 して実施 していきます。

V-4ス ポーツ ロレクリエーシヨンロ文化活動の充実

【施策の方向】

スポーツやレクリエーシヨン、文化活動、余暇活動を通じて地域の人々との交流や、楽し

みや生きがいづくりにつなげていけるよう、支援体制の整備を図ります。

(1)ス ポーツ ロレクリエーシヨン活動の充実

①利用者支援体制の充実

スポーツ 。レクリエーシヨン等の活動促進を図るため、情報伝達やスポーツをする際

の援助等の支援体制の充実に努めます。

②施設の条件整備の充実

障がいのある人がスポーツ・レクリエーション等を楽しむことができるよう、公共施

設への情報支援機器の設置等障がい者に配慮した施設の整備に努めます。

(2)生涯学習 口芸術文化参加の支援

①障がいのある人や障がいのある子ども等の作品展の開催支援

障がいのある人や障がいのある子ども等による絵画、書、手工芸等の作品を展示し、

社会参加と市民の障がいのある人や障がいのある子ども等に対する理解を深めます。

②芸術文化活動への支援

障がいのある人や障がいのある子ども等の創造性を育み、生活に潤いを与える絵画、

書、彫刻、デザイン、演劇等、芸術文化活動への取組みを支援します。

③図書館等の利用への支援

視覚障がい等により、市立図書館等の図書の利用が難しい障がいのある人や障がいの

ある子ども等に対しては、さわる絵本、点字・録音図書、対面朗読、文字活字読上装置

等の整備を推進します。

(3)交通 “移動手段の充実

障がいのある人や障がいのある子ども等がスポーツ・レクリエーシヨン・文化活動等に

参加するための移動手段等の充実に努めます。

また、補助大 (盲導大、介助大、聴導大)の利用を促進し、移動手段の確保を支援しま

す。

関連事業名 事 業■内・■容 担■当■課

相双地域障がい者就職面

接会

障がい者を積極的に雇用の意志のある事業所等 と就

職を希望する障がい者が一堂に会 して相対方式によ

る面接会を実施 し、障がい者の就職促進、就職機会の

拡大及び事業主への啓発を行つています。

社会福祉課

(相 双公共職

業安定所 。

福島労働局)
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関連事

い者ス ,1

さま II t

追の里健

ォーク事

業名 事1業 1内 容 担■当■課

― ツ大会開催 障がい者のスポーツによる交流を深めるため、在宅障が

い者交流事業 (ス ポーツ 。レクリエーション)の開催を支

援 します。

社会福祉課

つ しょに開催 障がい者のスポーツによる交流を深めるため、在宅障が

い者交流事業 (ス ポーツ・レクリエーション)の開催を支

援します。

社会福祉課

康マ ラソン大

業

身体障がい者のスポーツヘの積極的参加のため、野馬追

の里健康マラソン大会ウォーク事業の開催を支援 しま

す。

スポーツ振興

課 。

社会福祉課

:が いの ちる人が安定した生活を営むたの収入となる手当や年金等、経済的支援施策の周

を図りま:す。

)年金制度・手当等の周知

相談支援事業所等や市の福祉事務所の窓口で、障がいのある人の生活安定のための

障害基礎年金や、障がいのある人や障がいのある子どもに関する手当等の制度の周知

をIXり ます。

(■ )生活福祉資金貸付制度の周知と支援

障がいのある人の自立と生活の安定のため、社会福祉協議会で実施 している貸付制

度 |、1ついて周知を行います。

また、貸付制度を利用した障がいのある人に対 して、計画的な返済の指導と支援に
4)し・ て、社会福祉協議会や相談支援事業所等と協力 していきます。

関連事業名 ■1当■課
1手

当等の支給
在宅の障がい児者に手当を支給 し、生活の安定の一助と

福祉の増進を図る。

社会福祉課

手当の支給
心身に障がいのある児童の保護者に対 して手当を支給 し

ます。県事業のため、申請受付のみ行います。

男女共同こど

も課

特昇1障がい孝

特男1児童扶養

生活安定施策の周知
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寧|1安心し|て1暮|ら1世|る生1活環境‐ブ
ー
‐ぐりの推進

、   : 障がいのある人が、地域社会において安全に安心 して暮 らせるように、施設整備等や生活の
:

:場の確保を支援するとともに、住みやすい生活環境づくりの為のバ リアフリー化等の積極的な
:

:推進を図 ります。

Ⅵ -1や さ しいまちづ くりの推進

【施策の方向】

公共施設及び民間施設や交通機関におけるバ リアフ リー化を推進するとともに、ユニバ

ーサルデザインについて普及啓発を行い、障がいの有無にかかわらず、誰もが使いやすい

施設 となるよう配慮した施設整備を推進 します。

また、外部からの情報伝達に工夫の必要な、視覚や聴覚に障がいのある人の住みやすい

環境づくりへの支援について、働きかけを行います。

(1)人にやさしい施設整備の推進

歩道等の拡幅・段差の解消や視覚障がい者誘導用ブロックの設置等、また、自杖や車

椅子を使用 しても歩きやすい道の整備を推進します。

(2)施設案内板の設置

聴覚に障がいのある人への配慮のため、市内施設等の案内の板設置を推進します。

(3)交通施設等の整備推進

公共施設や交通施設等に障がい者用駐車場、多目的 トイレ等の整備を推進します。

(4)公園等の整備充実

公園等整備については、福島県の「人にやさしいまちづくり条例」施設整備基準によ

り推進します。

由1連事業名 事 1業■内|1容 担||‐当|■課

社会資本整備総合交付金

事業

障がい児者、高齢者、児童などの安全確保のため、歩道

の確保、段差解消や視覚障がい者用誘導ブロックなどの

設置を行います。

土木課・

都市計画課

や さしい まちづ くり条例

の推進

福島県の 「や さしいまちづ くり条例」に基づき、公共施

設等のバ リアフ リー化やユニバーサルデザインを推進 し

ます。

都市計画課

56



Ⅵ-2障 がいのある人の生活の場の確保

障がいのある人が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、グループホームや

アホーム等の充実や市営住宅の優先入居、住宅改修への支援等を行います。

(1)グルー プホームやケアホーム等の整備促進

単身生活が困難な障がいのある人の生活の場の確保策として、グループホームやケ

アホーム等の整備促進を図 ります。

(2)市営住宅の住環境の改善等

市営住宅ス トック総合活用計画に基づき行 う市営住宅の建替え、改修等の整備にあ

た′〕ては、障がいのある人が住みよい住環境の整備に努めます。

また、入居について障がいのある人を優先制度を周知 します。

(3)住宅改修への支援

|ヨ 常生活用具給付事業で行つている住宅改修費補助制度の広報を市のホームページ

や
~広

報みなみそ うま」を利用して行い、障がいのある人が暮らしやすい住環境の整

備を図 ります。

IIた 、住宅改修関連会社に対しても、住宅改修費補助制度に関する情報提供を行い、

該当する住宅の改修に際しては、障がいのある人が利用 しやすい改修理解の促進を図

り:)11卜。

」諄導事
・
生活用 ,::

業名

給付事業 : 日常生活用具給付事業で行っている住宅改修費により、

障がい者が暮らしやすい住宅の整備を図ります。

社会福祉課

事業

一 ―

化 )

障がい者や高齢者に配慮 し、市営住宅の建替えに際して

は、バ リアフリー化を推進 します。

建築住宅課

改修等

公
=‐

住宅建::

(バ リアフ |フ

員
υ



Ⅵ-3防 犯・防災対策の推進

【施策の方向】

災害時要配慮者に対する防犯・防災対策の普及啓発に努めます。

また、地域における自主防災組織や警察、消防等との連携を図り、緊急時における避難

支援体制の充実を図ります。

(1)防災・防犯ネッ トワーク体制の確立

①災害時要配慮者対策の推進

災害時における要配慮者の安否確認、情報伝達及び避難誘導の体制確立など、自主防

災組織や民生委員・児童委員、相談支援事業所等と連携した地域の防災ネットワークづ

くりの推進とその支援に努めます。

②災害時要配慮者等への防災意識の啓発推進

災害時要配慮者やその家族と地域住民の防災意識の高揚を図るため、関係機関 。団体

等と連携し、防災意識の意識啓発を推進します。

③安全で安心なまちづくりの推進

市民との協働による安全で安心なまちづくりを推進するとともに、障がいのある人が

犯罪の被害者にならないよう、地域や警察等との連携を図ります。

(2)緊急時の通信体制の充実

①緊急時の情報媒体の充実

障がいのある人が緊急時において、迅速に通報し、適切なサービスを受けられるふう

な情報媒体の充実 。活用を図ります。

②聴覚障がい者の緊急通報フアツクスの周知

自宅での火災や急病の際に消防への連絡手段となる緊急通報ファックスの周知を図

ります。

(3)避難時の支援体制の充実

安全・安心な避難生活が送れるよう、災害時要配慮者に配慮した避難所の運営体制の

p  充実を図ります。

また、配慮の必要な方が、指定避難所での避難生活に困難が生じ「福祉避難所」が開

設された場合には、要配慮者の方の円滑な移動・移送に努めるとともに、安心した避難

生活が送れるよう福祉資機材の備蓄や輸送の支援体制の構築を推進します。

なお、要配慮者名簿や災害時の個別避難計画の作成を推進するなど、日常から災害時

に備えた避難支援体制の充実を図ります。

(4)避難訓練の実施

市の防災訓練時において災害時要配慮者避難訓練を行い、障がいのある人が災害時

に速やかに避難できるよう備えます。

また、地域での障がいのある方の避難について、自主防災組織へ協力を求めていきま

ケ。
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事 業

1昔 上||,1

しん見 11

Ⅵ-4 情報提供の充実

【施策

視覚

の媒体

名 事 業 1内
‐

容 担‐当 1課

「 り訪問事

仮設住宅や借上げ住宅で生活する被災者の孤立死や孤独

死を未然に防ぐととt)に、引きこもりの防止を図るため、

健康状態の間き取 りや生活相談などを行いながら継続し

て見守 り訪問活動を実施する。

社会福祉課

リネ ッ トワ

市民が、地域から孤立することなく安心して生活できる

環境を確保するため、事業所、警察署及び市の連携によ

つて孤立死等の発生を未然に防ぐことを目的に、事業所

等と行政が協定を結び、連絡体制を構築して実施。

社会福祉課

(1)

の方向】

や聴党 |[l障 がいのある人が円滑かつ速やかに必要な情報が得られるよう、情報メディア等

を活用 :′ て、情報提供の充実を図 ります。

情報提供体制の充実

0)情報提供媒体の活用

障がい(ス)あ る人が、日常生活を送るうえで必要な情報が容易に得ることができるよう、障
がいの特′生に応 じた情報提供の充実に努めます。

また、13覚障がい者や聴覚障がい者など、周 りからの情報を得ることが困難な障がいのあ
ζひとが、災害時においても情報が速やかに伝わる仕組みを構築します。

C)みなみそうまチャンネルの周知

聴覚に障がいのある人が、視覚による災害情報の取得のため、みなみそうまチャンネ
ルを活用 した情報の収集ができるよう周知を図 ります。

Ｅ
Ｉ
ェ́ド

ト

Ｌ

関連事

)広報 発il

ュニ ケ

露
=.:|

事業

シ` ョン支援

一一
一

一内
一

一
一
一
一一

　

・一一・

一業
一

事
一

視覚障がい者に行政や生活の情報を提供するため、「広報

みなみそうま」と「社協だより」をテープ等に録音し、

配布します。

社会福祉課

聴覚障がい者が公的機関等に赴く場合など、円滑な意思

疎通を図るために、手話通訳士等を派遣します。

社会福祉課
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⌒

第 4章 計画の推進に向けて

I.計画達成状況の点検および評価

本計画における事務事業を推進するため、相馬市 0飯舘村地域 自立支援協議会の各専門部

会において、関係する事務事業の達成状況を点検 。評価 します。

点検 した結果については、地域 自立支援協議会の全体会に報告 して協議 し、その後の障が

い福祉事業の実施に反映していきます。

また、事業実施に当たつての問題や課題等については、障がいのある人や障がい揮祉サー

ビスを利用 している人や事業所などの関係者から意見を聴取して検証し、より良い障がい

福祉サービスが提供できるような支援体制づくり、障がい福祉施策の実施に努めます。

【地域自立支援協議の各専門部会が点検する事務事業項目】

○地域生活支援部会

I-2相談体制の充実

I-4地域生活支援事業の充実

I-5福祉を担う人材の確保・養成 【新】・・ など

○権利擁護支援部会

V-1障がいのある人に対する市民の理解促進

V-2差別の防止と権利擁護の充実 【充】

○就労支援部会

V-3障がいのある人の雇用(就労)の場の確保

○発達障がい者支援部会

Ⅲ-3保育・教育との連携 【充】

Ⅳ-3発達に障がいのあるこどもへの支援 【新】

Ⅳ-4障害児通所及び障害児相談への支援 【新】

○災害対策部会

Ⅵ-3防犯・ 防災対策の推進

Ⅵ-4情報提供の充実 【新】
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第 5章 資料編

鰤 堪嘉十

I-1 南相馬市 口飯舘村地域 自立支援協議会設置要綱

南相馬市告示第 6号

南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会共同設置要綱を次のように定める。

平成 24年 2月 24日

南相馬市長 桜井 勝延

南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会共同設置要綱

(趣 旨)

第 1条 この告示は、南相馬市及び飯舘村 (以下 「構成市村」という。)が、南相馬市障がい者等

相談支援事業実施要綱 (平成 20年南相馬市告示第 28号)第 6条第 1項及び飯舘村障がい者等
相談支援事業実施要綱 (平成 20年飯舘村訓令第 1号)第 6条第 1項の規定による地域自立支援
協議会を共同で設置するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第 2条 この地域自立支援協議会は、南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会 (以下「協議会」とい

う。)と 称する。

(所掌事項)

第 3条 協議会は、地域において障がい者及び障がい児の生活を支えるため、相談支援事業をはじ
めとするシステムづくりに関し中核的な役割を果たし、障がい福祉サービスの提供体制の確保、
関係機関の連携体制の構築等に関する協議を行 うものとする。

2 前項の目的を達成するため、協議会は次の事項について協議するものとする。
仁)障がい福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。
12)関係機関の業務において課題 となった事項の対応策に関すること。
13)地域の関係機関相互の連携体制の構築に関すること。

に)新たに取 り組むべき地域課題への対応に関すること。

b)関係機関の職員等に対する研修に関すること。

に)障がい福祉計画等の進捗状況と進行管理に関すること。

17)その他目的達成に必要な事項

(協議会の構成)

第4条 協議会は、委員 30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから南相馬市長が委嘱する。
(1)相談支援事業者

9)保健医療関係者                         ・

旧)教育関係者

14)就労支援関係者

15)権利擁護関係者
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G)関係行政機関の職員

(η 前各号に掲げる()の のほか、南相馬市長及び飯舘村長 (以下 「構成市村長」とい う。)が必

・   要と認める者

(任期 )

第 5条 委員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長 )

第 6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表 し、協議会の会務を総理する。

・  3 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議 )

・
 第 7条 協議会の会議 (以下 「会議」 という。)は、会長が招集 し、会長がその議長 となる。ただ

し、最初に開催される会議は、南相馬市長が招集 し、会長が選任されるまでの間会議の議長とな

⌒   る。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。

(事務局会議 )

第 8条 協議会の運営について調整・提案等を行 うため、事務局会議を置く。

2 事務局会議は、次に掲げる者で構成する。

(1)協議会会長及び副会長

② 構成市村の障がい福祉担当者

(3 相談支援ア ドバイザー

に)相談支援事業者

(Ы 設置部会の部会長

G)前 各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める者

3 事務局会議の議長には協議会の会長を、副議長には協議会の副会長をもつて充てる。

⌒    (部会 )

第 9条 協議会に特定の事項について調査及び検討を行 うため、部会を置く。

2 設置する部会の名称、人数等は事務局会議で調整の うえ、協議会で決定する。

3 各部会の部会員は、委員及び障がい福祉関係機関等から推薦された協力員のうちから、それぞ

れ会長が指名する。

4 各部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。

5第 7条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、

・
   「南相馬市長」とあるのは「会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

.   (負 担金)

第 10条 協議会等の運営等に要する経費に充てるため、飯舘村は負担金を拠出するものとし、そ

・     の額は構成市村長の協議により決定する()の とする。

2 前項の規定による負担金の納入の時期は、構成市村長が協議により定める。

(予算の執行 )

′
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第 11条 協議:倉 等に要する経費については、南相馬市の歳入歳出予算の定めるところにより執行

するも
')と

する.

(負れ1金 の精絆:)                                        ｀

第 12条  南相 FE7市長は、各年度において協議会に要する経費の予算に残額が生 じた場合において

は、飯 漕村の負担金の額を翌年度において精算する。

(経費の執行状況 )

第 13奔  南相馬市長は、各年度の出納閉鎖後速やかに協議会等に要する経費の予算の執行状況を     ・

飯舘本1長にi由 知するものとする。

(告力の改廃)

第 14夕  この缶示を改廃 しようとするときは、あらかじめ構成市村長協議のうえ決定する。      ・

(秘密の保持)

第 15多 1 協議会等の会議の構成員等は、職務上知 り得た秘密を漏 らしてはならない。その職を退

いた微 t)同様 とする。

(庶務 )
⌒

第 16多 : 協議会等の庶務は、南相馬市障がい福祉担当課において処理する。

(そ θ他 )

第 17多 こ こた)告示に定めるもののほか、協議会の会議の運営等に関 し必要な事項は、会長が協議

会に言|:っ て定 :ヽ)る 。

2 前ユ11に定ダ)6t)ののほか、構成市村で決定すべき事項は、構成市村長協議の うえ定める。

ル11 貝J

(施行期 日,

1 こ|)告示11 平成 24年 4月 1日 から施行する。

(南 1́馬 市地域 自立支援協議会運営要綱の廃止 )

2 南イ1馬 市地域 自立支援協議会運営要綱 (平成 20年南相馬市告示第 29号)は、廃止する。

⌒
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